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１．三宅町立地適正化計画の概要 

（１）立地適正化計画とは 

立地適正化計画は、都市再生特別措置法に基づき市町村が策定する計画であり、居住や都市機能

の立地を都市全体の視点から緩やかに誘導し、持続可能な都市構造の形成を目指すものです。都市

計画マスタープランの高度化版として、主に都市計画区域における居住地、医療・福祉・商業等の

都市機能などの方針を示すものです。 

都市計画と公共交通施策、さらには民間による施設立地や投資とも連携しながら、行政・住民・

民間事業者が一体となってまちづくりを進めていくための指針として位置づけられています。 

 

（２）立地適正化計画に定める事項 

立地適正化計画では、居住の誘導、都市機能の誘導を推進するために「居住誘導区域」、「都市機

能誘導区域」、「誘導施設」を定めるものとされています。 

立地適正化計画に定める必須事項（都市再生特別措置法第 81 条） 

① 住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針 

② 居住誘導区域 

③ 都市機能誘導区域及び誘導施設 

④ 誘導施設の立地を図るための事業等（誘導施策） 

⑤ 防災指針 

⑥ ②～⑤に基づく取組の推進に関する事項（目標値の設定・評価方法） 

⑦ その他、立地の適正化を図るために必要な事項（届出等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）都市計画マスタープランと立地適正化計画の関係性 

三宅町では、すでに形成されているコンパクトなまちの構造を活かし、居住や生活に必要な都市

機能を適切に維持しながら、周辺都市の都市機能との連携を図り、町民が将来にわたり安心して暮

らし続けることができる持続可能なまちの実現を目指して、三宅町立地適正化計画を策定するもの

とします。 

具体的には、都市計画マスタープランとの整合を図り、居住誘導区域や都市機能誘導区域、防災

指針等を定め、誘導施策等の実施により、持続可能なまちづくりを目指します。  

資料：国交省 

資料４ 
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■計画の構成案【前回審議会資料より】 

項 目 概 要 

序章 策定の主旨 本計画の改定・策定の必要性、位置付け、役割等を整理します。 

第 1 章 町の現状と課題 
社会情勢の変化、上位・関連計画の概要、現況分析、アンケート調査結

果と、都市づくりに関する課題について示します。 

第２章 都市の将来像 
将来像、基本目標、将来人口、将来都市構造など計画の方向性を定め

ます。 

第３章 全体構想 基本目標の実現に向け、分野ごとの方針を定めます。 

第４章 地域別構想 全体構想等の内容について、地域ごとの方針を示します。 

第５章 立地適正化計画 立地適正化に向けた誘導区域・誘導施設、防災指針等を設定します。 

第６章 計画の推進 計画の推進に向けた方策を示します。 

 

■都市計画マスタープランと立地適正化の関係性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 1章 町の現状と課題 

第２章 都市の将来像 

第３章 全体構想 

第４章 地域別構想 

第５章 立地適正化計画 

第６章 計画の推進 

（実現化方策） 

三宅町都市計画 

マスタープラン 
※都市計画マスタープランと一体の計画書として策定 

整合 

整合 

反映 

立地適正化計画に関する 

基本的な方針 

誘導区域、誘導施設 

誘導施策 

防災指針 

目標値の設定 

・評価の方法 
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２．立地適正化計画に関する基本的な方針（案） 

本町における「住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化に関する基本的な方針」を、以下のよ

うに整理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）居住について 

■課題 

①人口減少による住環境の質低下 

人口減少や少子高齢化の進行により、空き家・空き地の増加が進み、防犯・防災面

での不安や景観の悪化が懸念されます。また、商業施設や医療・福祉施設など生活利

便施設の縮小、地域コミュニティの希薄化により、居住環境の利便性や住みやすさの

低下が課題となっています。 

②都市基盤施設の充実 

道路、上下水道、公園、公共交通などの都市基盤施設については、老朽化への対応

や、将来の人口規模を見据えた適正な維持・更新が求められます。 

③災害に対する安全の確保 

町の中心部や住宅地に、浸水想定区域や家屋倒壊等氾濫想定区域が含まれており、

自然災害に対する安全性の確保が重要な課題となります。 

 

■基本的な方針 

「快適で安全性の高い居住環境の確保」 

人口減少が進行する中においても、住民が安心して住み続けられる居住環境の形成

を目指します。また、都市基盤施設の適切な整備・維持管理を進めるとともに、防

災・減災の視点を取り入れた安全な居住地の確保に取り組みます。 

  

（１）居住に関する課題 

・人口減少による住環境の質低下 

・都市基盤施設の充実 

・災害に対する安全確保 

（１）居住の方針 

・快適で安全性の高い居住環境の確保 

（２）都市機能に関する課題 

・拠点の形成とアクセス道路の確保 

・都市機能の維持・誘導 

・未利用地の有効活用 

（２）都市機能の方針 

・魅力のある都市拠点の形成 

（３）ネットワークに関する課題 

・都市拠点と市街地・集落地の連携 

・周辺都市の拠点との連携 

・移動環境の維持・向上 

（３）ネットワークの方針 

・移動環境の向上 
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＜地域別人口・世帯数＞ 

町内７地区の人口・世帯数を平成 27 年と令和２年で比較すると、人口は但馬を除くすべての地区

で減少しています。特に小柳地区の減少率が最も高く 15.5％減となっている一方で、但馬地区は唯

一人口増となっています。 

世帯数は伴堂・但馬・石見地区で増加していますが、その他の地区では減少しています。 

また、令和２年の人口密度は、屏風・石見地区で 25 人以上/ha となっており、その他の地区と比

較して人口が集中していることが分かります。一方で、三河・小柳地区で 10 人未満/ha となってお

り、人口密度が低い地域であることが分かります。 

 

【地区別人口・世帯数】 

地区名 
人口 世帯数 

H27 R2 増減数 増減率 H27 R2 増減数 増減率 

伴堂 2,012 1,900 -112 -5.6% 738 756 18 2.4% 

小柳 208 175 -33 -15.9% 77 76 -1 -1.3% 

但馬 648 657 9 1.4% 251 264 13 5.2% 

上但馬 551 502 -49 -8.9% 233 218 -15 -6.4% 

屏風 1,415 1,291 -124 -8.8% 541 528 -13 -2.4% 

三河 131 118 -13 -9.9% 49 46 -3 -6.1% 

石見 1,871 1,796 -75 -4.0% 740 757 17 2.3% 

計 6,836 6,439 -397 -5.8% 2,629 2,645 16 0.6% 

 

 

  

資料：各年国勢調査 

【地区別人口密度】 

資料：令和２年国勢調査 
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＜100ｍメッシュ人口＞ 

平成 22（2010）年から令和２（2020）年の総人口の推移をみると、屏風・石見地区で 1ha あたり

の人口が 100 人以上の地域が 100 人未満になるなど、全体的な人口減少となっています。一方で、

伴堂地区の一部地域で、人口増加となっています。 

  

資料：各年国勢調査を基に作成 
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＜災害による危険性＞ 

想定される最大クラスの内水による浸水区域は、町内の広範囲に及んでいます。飛鳥川沿いや町

中心部、京奈和自動車道沿いの一部地域では、浸水深が 0.5～3.0ｍ未満となることが想定されてい

ます。 

 

 

  

資料：三宅町内水ハザードマップ 
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想定される最大クラスの洪水による浸水区域は、町内の広範囲に及んでいます。 

  

資料：三宅町ハザードマップ 



8 

 

  

資料：三宅町ハザードマップ 
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家屋倒壊等氾濫想定として、洪水時に河岸が侵食され、家屋倒壊の恐れがある区域（河岸浸食）

に、曽我川・飛鳥川・寺川沿いの地域が指定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、河岸堤防の決壊または洪水氾濫流により、家屋倒壊の恐れがある区域（氾濫流）に曽我

川・飛鳥川・寺川沿いの一部地域が指定されています。 

 

  

資料：三宅町ハザードマップ 

資料：三宅町ハザードマップ 
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（２）都市機能について 

■課題 

①拠点の形成とアクセス道路の確保 

町役場や鉄道駅などの都市拠点は存在しているものの、拠点としての機能集積が十分ではな

く、拠点間や周辺地域とのアクセス道路についても利便性や安全性の向上が課題となります。

日常利用しやすい都市拠点の形成と、円滑な移動を支える道路環境の確保が求められます。 

②都市機能の維持・誘導 

町内における商業・業務機能が乏しく、日常生活に必要な機能を町外に依存している状況

です。このため、必要な都市機能の維持・誘導が求められます。 

③未利用地の有効活用 

三宅 IC周辺の沿道や県有地など、十分に活用されていない土地が見られます。これらの未

利用地については、立地特性を生かした活用を図ることで、都市機能の向上や地域の活性化

につなげていくことが課題となります。 

 

■基本的な方針 

「魅力のある都市拠点の形成」 
町役場や鉄道駅などの都市拠点周辺において、生活サービス施設をはじめとする都市機能

の立地の維持・誘導を図ります。また、医療・商業機能については、周辺自治体との広域的

な連携を進めるとともに、アクセス性の向上により利便性の確保を図ります。 

 

＜施設の立地状況＞※800ｍ圏域は、大人が徒歩 10 分程度で移動可能な徒歩圏として設定されるエリア 

町役場及び警察署（交番）は、町の中心に立地しています。消防署は、磯城郡三町（三宅町、川

西町、田原本町）を広域管轄する施設となっており、田原本町に立地しています。 

 

 

 

 

  

【行政施設の立地状況】 

資料：国土数値情報を基に作成 
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高齢者福祉施設は、あざさ苑が町中心部に立地しており、老人憩の家が点在しています。徒歩 800

ｍ圏域の人口カバー率は 84.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉施設は、三宅幼児園（認定こども園）が町中心部に立地しており、三宅町つながり総合

センター（上但馬団地児童館）が但馬地区に立地しています。徒歩 800ｍ圏域の人口カバー率は

53.9%％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【高齢者福祉施設の立地状況】 

資料：国土数値情報を基に作成 

【児童福祉施設の立地状況】 

資料：国土数値情報を基に作成 
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商業施設は、町内にはコンビニエンスストア２店舗、ドラッグストア１店舗が立地しており、周

辺市町村の商業施設を含めた徒歩 800ｍ圏域の人口カバー率は 88.7％となっています。 

金融施設は、町内には銀行 ATM や JA 出張所、郵便局が立地しています。金融施設の徒歩 800ｍ圏

域の人口カバー率は 83.5％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療施設は、町内には診療所１つのみ立地しており、周辺市町村の医療施設を含めた徒歩 800ｍ圏

域の人口カバー率は 64.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【商業・金融施設の立地状況】 

資料：国土数値情報を基に作成 

資料：国土数値情報を基に作成 

【医療施設の立地状況】 
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教育施設は、町内には小学校 1校のみとなっており、町中心部に立地しています。小学校 1㎞圏

域における人口カバー率は 60.9％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化・集会施設は、文化ホールと公民館が町中心部に立地しており、公民館分館や集会所が点在

しています。公民館（分館を含む 3施設）の徒歩 800ｍ圏域の人口カバー率は 66.1％となっていま

す。また、集会所を含めた集会施設の徒歩 800ｍ圏域の人口カバー率は 98.9％となっています。 

  

【教育施設の立地状況】 

資料：国土数値情報を基に作成 

【集会施設の立地状況】 

資料：国土数値情報を基に作成 
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＜土地利用の動向＞ 

平成 26 年の土地利用の割合をみると、農地系（田、畑）が 41.9％、住居系（住宅用地）が

20.4％、商業系（商業用地）が 1.1%、工業系（工業用地）が 3.0％、公共公益施設（公益施設、公

的施設用地）が 9.7％となっています。 

  

資料：平成 26 年度三宅町都市計画基礎調査を基に加工 

県有地 

（YIR 構想） 
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（３）ネットワークについて 

■課題 

①町内のネットワーク（各拠点と居住エリア間） 

町役場周辺の都市拠点や鉄道駅周辺の生活拠点について、居住エリアからのアクセス性の

確保が求められます。日常生活において拠点を利用しやすくするため、町内の移動の円滑化

が課題となります。 

②周辺都市へのネットワーク 

通勤・通学や医療、商業サービスの利用などにおいて、周辺都市との関係性は重要であ

り、周辺都市へのアクセス性の確保・向上が求められます。広域的な移動を支える交通ネッ

トワークの充実が課題となります。 

③移動環境の維持・向上 

高齢化の進行に伴い、自家用車に依存しない移動手段の確保が重要となります。公共交通

や徒歩、自転車などにより、安全かつ安心して移動できる環境の維持・向上が課題となりま

す。 

 

■基本的な方針 

「移動環境の向上」 
町内外の拠点へのアクセス性の確保と維持・向上を図ります。鉄道を核とした公共交通ネッ

トワークの維持・充実を進めるとともに、自家用車に依存しない移動環境の形成に取り組みま

す。 
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＜公共交通＞ 

町内には但見駅と石見駅の 2つの鉄道駅が立地しており、周辺市町村の鉄道駅を含めた徒歩 800ｍ

圏域の人口カバー率は 78.2％となっています。また、自転車 1500ｍ圏域の人口カバー率は 100％と

なっています。 

  

資料：国土数値情報を基に作成 

【鉄道駅の立地状況】 

(上：徒歩 800ｍ圏域、下：自転車 1500ｍ圏域) 
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３．誘導区域・誘導施設の検討 

（１）居住誘導区域の基本的な考え方 

「都市計画運用指針」において、基本的な考え方が以下のように示されています。 

居住誘導区域の基本的な考え方 

居住誘導区域は、人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することによ

り、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域である。 

このため、居住誘導区域は、都市全体における人口や土地利用、交通や財政、災害リスクの現

状及び将来の見通しを勘案しつつ、居住誘導区域内外にわたる良好な居住環境を確保し、地域に

おける公共投資や公共公益施設の維持運営などの都市経営が効率的に行われるよう定めるべきで

ある。 

 

（２）居住誘導区域の設定方針 

基本的な考え方を踏まえ、以下のフローに基づき、区域を設定します。（「都市計画運用指針」より） 

基本的条件 都市計画区域内の市街化区域を基本とする。 

  

【STEP１】 

居住誘導区域

に含める 

区域の検討 

ⅰ）住居系用途地域 

ⅱ）商業系用途地域 

ⅲ）準工業地域（住居系土地利用が図られている地域） 

ⅳ）交通サービス圏、生活利便施設サービス圏に含まれる地域 

  

【STEP２】 

居住誘導区域

に含まない 

区域の検討 

ⅰ）法令で居住誘導区域に含まないこととする区域 

・土砂災害特別警戒区域 

・地すべり防止区域※ 

・急傾斜地崩壊危険区域※ 等 

 ※地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域については災害防止のため措置が
講じられている区域を除く 

ⅱ）法令で原則として、居住誘導区域に含まないこととするべき区域 

・津波災害特別警戒区域 等 

ⅲ）土地利用の状況や関係法令等による制限を踏まえ除外する区域 

・工業専用地域 

・工業地域 

・大規模非可住地 

ⅳ）災害リスク、警戒避難体制の整備状況、災害を防止し、又は軽減するための

施設の整備状況や整備見込み等を総合的に勘案し、居住を誘導することが適

当ではないと判断される区域(「防災指針」を踏まえた検討) 

  

【STEP３】 

居住誘導区域

の設定 

・STEP１からSTEP２を除外した区域を居住誘導区域とする。 

・区域の境界は、明確な地形地物となるよう調整を行う。 

  

居住誘導区域の決定 
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（３）居住誘導区域の設定 

居住誘導区域の対象となる本町の市街化区域は、町役場と石見駅、但馬駅といった拠点を含む区

域として設定されています。これら区域では、鉄道など公共交通による交通利便性が確保された区

域で、拠点周辺に立地する行政や医療・福祉施設などの生活利便サービスを利用できる一体的な生

活圏域となっています。 

一方、市街化区域においては、都市再生特別措置法の「総合的に勘案し居住を誘導することが適

当ではないと判断される区域（いわゆる災害イエローゾーン）」に該当する「浸水想定区域（0.5ｍ

～3ｍ）」と「家屋倒壊等氾濫想定区域」が指定されています。しかしながら、これらの区域では、

防災指針の策定により災害リスクを踏まえた防災・減災対策を図ることを前提として、居住誘導区

域に含めることとします。 

 

■居住誘導区域を設定するにあたっての整理 

区域 本町の状況 対応 

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
１ 

ⅰ）住居系用途地域 有 含める 

ⅱ）商業系用途地域 有 含める 

ⅲ）準工業地域 有 含める 

ⅳ）交通サービス圏、生活利便施設サービス圏に含まれる地域 市街化区域  

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
２ 

ⅰ）法令で居住誘導区域に含まない

こととする区域 

市街化調整区域 有 含まない 

農振農用地区域 有 含まない 

自然公園区域 －  

保安林区域 －  

原生自然環境保全地域 －  

地すべり防止区域 －  

急傾斜地崩壊危険区域 －  

土砂災害特別警戒区域 －  

浸水被害防止区域 －  

ⅱ）法令で原則として、 

居住誘導区域に含まないことと

するべき区域 

津波災害特別警戒区域 －  

災害危険区域 
（住居の用に供する建築物の建築

が禁止されている区域を除く） 

－ 
 

ⅲ）土地利用の状況や関係法令等に

よる制限を踏まえ除外する区域 

工業専用地域 －  

工業地域 －  

大規模非可住地 －  

ⅳ）災害リスク、警戒避難体制の整

備状況、災害を防止し、又は軽減

するための施設の整備状況や整

備見込み等を総合的に勘案し、

居住を誘導することが適当では

ないと判断される区域 

土砂災害警戒区域 －  

津波災害警戒区域 －  

浸水想定区域 有 含める 

家屋倒壊等氾濫想定区域 

（氾濫流、河岸浸食） 
有 含める 
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【居住誘導区域（案）】 

市街化区域全域を 

居住誘導区域として設定 

点線赤丸で示している地域（浸水想定

区域 0.5～3.0ｍ、家屋倒壊等氾濫想定

区域）は、災害リスクを踏まえた防

災・減災対策を図る必要 
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（４）都市機能誘導区域・誘導施設について 

「都市計画運用指針」において、基本的な考え方が以下のように示されています。 

都市機能誘導区域・誘導施設の基本的な考え方 

都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導する

ことにより、これらの各種サービスの効率的な提供が図られるように定める。都市全体を見渡

し、鉄道駅に近い業務、商業等が集積する地域等、都市機能が一定程度充実している区域や、周

辺からの公共交通によるアクセスの利便性が高い区域等、都市の拠点となるべき区域を設定す

る。また、都市機能誘導区域の規模は、一定程度の都市機能が充実している範囲で、かつ、徒歩

や自転車等によりそれらの間が容易に移動できる範囲を設定する。 

誘導施設は、都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能増進施設を設定するものであ

り、当該区域及び都市全体における現在の年齢別の人口構成や将来の人口推計、施設の充足状況

や配置を勘案し、必要な施設を定める。 

 

■都市機能誘導区域の候補 

町全体の構造を踏まえ、行政・福祉・商業機能等が集積する町役場周辺と、福祉・金融が集積

し交通利便性の高い鉄道駅周辺を、都市の拠点となる区域として位置付け、都市機能誘導地域に

設定することを検討します。 

中心拠点 地域拠点/生活拠点 

町役場周辺 石見駅周辺、但馬駅周辺 

 

 

■誘導施設の例 

 

 

 

  

※上記に限らず、都市機能増進施設（都市の居住者の共同の福祉又は利便のために必要な施設で
あって、都市機能の増進に著しく寄与するもの）に該当するものは定めることができる 

資料：国土交通省 
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■町内における施設の立地状況（誘導施設の検討） 

機能 町役場周辺 石見駅周辺 但馬駅周辺 

行政 
➢ 町役場、分庁舎 

➢ 三宅交番 
  

福祉 ➢ あざさ苑 ➢ 老人憩の家（三河） 
➢ 老人憩の家（上但馬、

但馬） 

子育て 

➢ 三宅幼児園 

➢ あざさ苑 

➢ 三宅町交流まちづくりセンター

MiiMo 

  

商業 
➢ ファミリーマート磯城三宅店 

➢ クスリのアオキ三宅店 
  

医療 ➢ まつおかクリニック三宅分院   

金融 
➢ ATM（南都銀行） 

➢ 奈良県農業協同組合三宅出張所 
➢ 三宅郵便局 ➢ 但馬簡易郵便局 

教育・ 

文化 

➢ 三宅小学校 

➢ 三宅町交流まちづくりセンター

MiiMo 

➢ 伴堂集会所 

➢ 三宅町文化ホール 

➢ 伴堂公民館分館 

➢ 石見集会所 

➢ 三河集会所 

➢ 奈良県立高等技術専

門校 

➢ 但馬集会所 

 

■誘導施設に設定することによる基本的な効果 

①届出制度について 

誘導施設として位置づけた施設については、都市機能誘導区域外で新たに立地する場合や、既

に区域内に立地している施設を休止または廃止する場合に、市町村への届出が必要となります。

届出の対象を明確にするため、施設の種別に加え、一定の規模要件を設定することとなります。 

②施設整備に係る支援措置について 

都市機能誘導区域内に誘導施設を立地・維持する場合には、補助制度等の支援措置を活用する

ことが可能となります。これにより、民間事業者の投資意欲を喚起し、拠点周辺への都市機能の

集約と利便性の向上を図ります。 

 都市機能誘導区域 外 都市機能誘導区域 内 

①
届
出
制
度 

誘導施設を有する建築物の 

開発行為・建築行為 

（新築・改築・用途変更） 

誘導施設の 

休止・廃止 

届 出（必須） 届 出（必須） 

市町村が内容確認 市町村が内容確認 

必要に応じて勧告 

（災害レッドゾーン内） 

勧告に従わない場合 → 公表が可能 

必要に応じて 

立地適正化の観点から対応 

②
支
援 

補助金・支援制度等のインセンティブを活用 

⇒都市機能誘導区域内への立地を緩やかに誘導 

  

都市機能の立地動向 

を把握しながら、 

適正な誘導を行う 
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■近隣都市の事例 

 

【川西町】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【田原本町】 
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 参考  人口特性 

＜人口数・世帯数の推移＞ 

本町の人口は、令和２年の国勢調査では 6,439 人で平成２年をピークに減少傾向にあります。 

世帯数は、昭和 60年から平成 17 年まで増加し続けてきましたが、その後は横ばい傾向となり、

令和２年は 2,645 世帯となっています。 

また、本町の周辺市町村における人口推移について、昭和 60 年を 100 とした割合をみると、本町

が最も減少割合が大きく、2割以上減の 75.4％となっています。 

 

  

資料：各年国勢調査 

資料：各年国勢調査 
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＜年齢別人口の推移＞ 

年齢３区分別人口割合では、平成７年以降 15 歳未満の年少人口の割合及び 15～64 歳の生産年齢

人口割合がともに減少し続けています。一方、65歳以上の老年人口割合は増加し続けており、高齢

化の推移をみると令和２年の高齢化率は 36.2％で、平成 27年の 32.9％から 3.3 ポイント増加して

います。県全体の 3.0 ポイントより著しい増加傾向となっています。 

また、令和２年の年齢５歳階級別人口をみると、70 代前半がピークであり、60代後半より若い世

代区分は少なくなっていることから、高齢化のスピードは今後やや緩やかになると考えられます。 

 

資料：各年国勢調査 

資料：令和２年国勢調査 

【年齢５歳階級別人口構成】 


